
平 成 ２ ７ 年 ６ 月   

    改正 平 成 ３ ０ 年 ９ 月   

京都府建築指導課   

 

細街路沿道における既存建築物の建て替え等の促進を図るための 

建築基準法に基づく制度の拡充について 
 

京都府では、安心安全なまちづくりを推進する一環として、幅員４ｍ未満の細街路沿

道における既存建築物の建て替え等を促進し、当該建築物及び細街路の安全性の向上を

図るため、以下のとおり建築基準法（以下「法」という）に基づく制度拡充を行います。 

 

１ 法第４３条第２項第２号許可基準の一部改正 

法上の道路に該当しない細街路（以下「通路」という）に接して建築物を建築しようとする

場合、標記許可が必要で建て替え等が困難となる場合があります。このため、通路の安

全性を確保しつつ、より円滑に建て替え等が促進されるよう許可基準を一部改正します。 

（１）改正内容 

許可基準に、その敷地が『京都府特定通路』（建築基準法施行細則附則３項の規定

により知事が指定したもの）に接する場合の許可基準を追加します。 

※当該許可により、法上の道路と同等の条件で一定の新築や建替え等が可能となります。（詳細は許可基準を参照） 

※なお、当該通路は、あくまで法上の道路ではないため、あらゆる建築物の建築を許容するものではありません。 

（２）施行日 

  平成２７年６月１日 

＜許可基準のイメージ図＞ 

一般的な幅員４ｍ未満の通路に接する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜許可基準の概要＞ 

・通路中心線から２ｍ敷地後退 

・戸建て住宅程度（建替えの場合は従前と同一規模・用途であれ

ば戸建て住宅以外も可、更地新築の場合は立ち並び条件あり） 

・準防火地域としての構造制限 

・現通路部分の地権者等と通行協議済  

・一定要件の場合、地権者の拡幅承諾 

「京都府特定通路」に接する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜許可基準の概要＞ 

・通路中心線から２ｍ敷地後退 

・戸建て住宅程度（建て替えの場合、同一規模、同一用途であ

れば戸建て住宅以外でも可） 
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通行協議 

２ｍ後退 

法上の道路と同等の条件で一定の新築や建替え等が可能 
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２ 建築基準法施行細則の一部改正 

（１）特定通路の特例（附則３項～６項関係） 

・知事は、幅員４ｍ未満の細街路のうち一定要件を備えた通路を、『特定通路』とし

て指定できることとする。 

・指定した『特定通路（以下「京都府特定通路」という）』の安全性を確保するため、

一定要件を満たす角敷地について、建蔽率を緩和（１割増）できることとする。 

 

＜京都府特定通路の角敷地における建蔽率の緩和のイメージ図＞ 

「京都府特定通路」が接する角敷地の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜角地緩和の適用例＞（適用条件の詳細は細則を参照） 

・内角１３５度以下の道路と「京都府特定通路」とが交わる角敷地等であること 

・京都府特定通路の中心線から水平距離２ｍの範囲内が通行の用に供されていること 

・敷地面積が２００㎡以下であること 

・敷地の道路に接する長さ（Ｂ）に通路に接する長さ（Ａ）を加えた長さが、敷地外周（ＡＢＣＤ）の１／４以上であること 

 

（２）建蔽率の緩和（第２０条関係） 

  現況幅員が４ｍ未満の法上の道路が交わる角敷地においても角地緩和が可能とな

るよう「幅員４ｍ以上」との表現を削除する。 

（３）施行日 

  平成２７年６月１日 

 

３ 指定道路情報の提供 

特定通路を指定した場合は、京都府の所管土木事務所に備え置きの指定道路図及び

京都府ホームページで公開中の指定道路図に随時反映していきます。 

京都府指定道路図（ＧＩＳ）  http://g-kyoto.pref.kyoto.lg.jp/gis/main_top.asp 
建設・交通・ライフライン ＞ 京都府指定道路マップ の順で地図を選択してください。  
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京都府特定通路 通路中心線から２ｍ 現況幅員４ｍ未満 

Ｄ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

敷地後退による通路確保 

（法 43 条例外許可の条件） 

通路中心線から２ｍ 

通路中心線から２ｍの範囲内の全部が特定通路と

一体的に通行の用に供されているなど、一定要件

を満たす角敷地について建蔽率を緩和 
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